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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月18日(2016.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜電極接合体の製造装置であって、
　帯状の電解質膜シートの表面に電極が接合された帯状の膜電極接合体シートから前記膜
電極接合体を裁断する裁断部と、
　前記膜電極接合体の部分が切り抜かれた破材を挟持して搬送する上下一対の上側ローラ
ーおよび下側ローラーを有する破材搬送ニップローラーと、
　を備え、
　前記上側ローラーは、
　前記上側ローラーの表面が、前記上側ローラーの周方向に沿った少なくとも１つの溝に
よって複数のローラー表面部に区分されており、前記複数のローラー表面部のうち、一方
の端部のローラー表面部が、前記下側ローラーとの間で前記破材の前記上側ローラーの中
心軸方向の一方の端部の余白部を挟持し、他方の端部のローラー表面部が、前記下側ロー
ラーとの間で前記破材の前記上側ローラーの中心軸方向の他方の端部の余白部を挟持する
とともに、前記複数のローラー表面部が、前記下側ローラーの回転に従動して一体的に回
転するように構成されている
　ことを特徴とする膜電極接合体の製造装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の膜電極接合体の製造装置であって、
　前記溝には、前記破材の前記上側ローラーへの巻き込みを規制するための巻き込み規制
機構が設けられていることを特徴とする膜電極接合体の製造装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
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　図３（Ａ）の左端のローラー表面部６２６ａは、下側ローラー６１０の下側ローラー部
６１４とともに、破材１０Ｓｍｅの余白Ｘ部をニップして送り出す。右端のローラー表面
部６２６ｃは、下側ローラー６１０の下側ローラー部６１４とともに、破材１０Ｓｍｅの
余白Ｙ部をニップ（挟持）して送り出す。中央のローラー表面部６２６ｂは、余白Ｚ部（
図２）および裁断されずに残されたＣＣＭ等の部分をニップして送り出す。なお、以下で
は、各ローラー表面部６２６ａ，６２６ｂ，６２６ｃを区別しない場合には、単に「ロー
ラー表面部６２６」とも呼ぶ。
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